
No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

○ 全部直営 ○ 一部委託 ● 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

6,481 3,769

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 6,481 3,769 3,381 3,151 2,693 2,4622,923

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280366 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　         

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 希望の里たいよう運営等事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

希望の里たいようの利用者に清掃等作業の就労機会を提供する（運営は八代市社会福祉事業団に委託）。
また、必要に応じて作業環境の改善を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 03

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市立希望の里たいよう条例、八代市立希望の里たいよう条例施行規則

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

3,381 3,151 2,923 2,693 2,462

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

希望の里たいよう利用者（障がい者）

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

・麦島東公園の清掃等作業の実施（八代市社会福祉事業団に委託）。
《委託内容》
①草刈及び除草作業（月1回以上）
②清掃作業（月4回以上）
③便所の清掃
④ゴミ等の処理
⑤破損箇所の通報
《委託料》　3382千円

利用者の就労意欲の向上を図る

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）
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●

●

●

日

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

2828 2470

①

作業日数

実績 160 156 148

160 160

2500計画 - 2450 2500 2500

27年度 28年度 29年度

167 -

160160 160

2500

147

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

計画

2375 2550

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

作業延べ人数

人

実績 2437

実績 -

-

実績 -

-

障がい者の就労意欲向上、いきがいにつながる事業のため

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

  すでに指定管理者制度導入施設であり、今後も継
続して指定管理者制度を導入する予定。事業内容は
委託料の支出であり、非常勤職員等による対応はで
きない。受益者負担増は障がい者の社会参加の促進
を減退させる恐れがあるため見直しは難しいが、委
託料の見直しを今後は実施していく。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
  障がい者の自立と社会参加の支援を目的としてお
り、障がい者の労働機会の提供につながるため、市
が事業主体であることは妥当であり、国・県・民間
と競合することは無い。市総合計画に結びつく事業
である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
  障がいの特性に応じた作業の場を提供できている
ことで、利用者がいきいきと働いている状況であ
り、成果目標は達成できている。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

当事業を継続しつつも、新たな授産事業開拓や現在実施しているパン製造や買い物カゴ洗浄などの授産事業の
拡充など、総合的に障がい者の工賃の確保と日中活動の場の提供を行い、障がい者の社会参加をより促進して
いく。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

○ 全部直営 ● 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

102 102

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

重度障がい者のみの世帯に属する者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

対象者に緊急通報装置を貸与し、緊急時や相談に適切な対応をとる。機器
の設置、通報を受けての対応等は業者に委託。
○制度の利用を希望する対象者の申請により、市が利用を決定し、事業の
委託業者に対し機器の設置、サービスの開始等を依頼。
○支援
①緊急通報…通報→対象者の状況確認→必要に応じて協力員等へ支援を
依頼→市へ結果を報告
②定期的な安否確認…対象者へ連絡、状況伺いと困りごとや心配事に関す
るアドバイスを実施→市へ定期的な報告
〈委託料〉
・月額管理料（月額、1件につき）：1,890円
・端末リース料（月額、1件につき）：486円（うち利用者負担金243円）
・機器移設料(生活保護受給者、1件につき)：10,260円

日常生活に関する相談や急病・災害等に迅速かつ適切な対応を行うことで、
安全安心な生活を確保できる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市安心相談確保事業実施要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

本市に居住する重度障がい者のみの世帯を対象に、緊急通報装置を貸与し、緊急時に適切な対応をとるほか、安否確認や利用者の相
談に対応する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 04

基本目標

事務事業名 緊急通報支援体制整備事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280367 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　             

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

72 76

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 72 76 38 102 102 102102

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

38 102 102

緊急通報支援体制整備事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・利用者は次第に減少しており、成果目標は達成で
きていない。
・利用対象となる人の把握及び事業の周知の強化が
必要と考える。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・業者選定にあたっては、長寿支援課の安心相談確
保事業と合同で提案型企画コンペを行っている。
・既に民間委託を実施しており、業者の選定による
コスト削減を行っている。
・委託料の支払業務は、正規職員による対応が必要
である。
・受益者負担については、通話料全額負担と機器
リース料の半額負担があり、また、対象が重度障が
い者のみの世帯であることから、これ以上の負担は
求められない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・重度障がい者が安心して暮らすために有効な事業
であり、上位施策に結びついている。
・外出困難な重度障がい者にとって、24時間緊急対
応できる本事業の役割は大きい。
・低所得者の負担軽減等を考えると市が関与する必
要性は妥当である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

350

実績 410 284 244 295 128 -

- 300 300 300 350計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

通報件数 どれだけ活用されている
か

件

計画 -

27年度 28年度 29年度

3 -

75 7

3

計画 -

台

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

緊急通報装置設置台数

実績 6 3 3

5 5

緊急通報支援体制整備事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

現行のとおり民間委託による実施とし、利用者拡大のための周知等の徹底を行っていく。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

41,602 41,602

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

18歳以上で、更生医療の対象となる疾患の身体障害者手帳を持っている人

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障
がいを軽くしたり、日常生活能力等を回復させるために必要な医療（角膜手
術、関節形成手術、人工内耳手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗ＨＩＶ療法
など）を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担するもの。
〈申請方法及び申請の流れ〉
①申請者が指定医師の意見書・身体障害者手帳・保険証・印鑑を持参し、
市へ認定申請
②市は受付後、県福祉総合相談所へ判定依頼
③県福祉総合相談所の判定結果を基に、市が給付決定し、医療受給者証
と上限月額管理表を受給者に送付
④受給者は、医療機関に医療受給者証を提示し、医療費の自己負担分（原
則1割）を月額上限負担額以内で払う
※月額上限負担額は所得により決定

障がいを軽減し、日常生活能力や職業能力を回復または改善する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを軽くしたり、日常生活能力等を回復させるために必要
な医療（角膜手術、関節形成手術、人工内耳手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗ＨＩＶ療法など）を受ける場合に、医療費の一部を負担
する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 05

基本目標

事務事業名 更生医療給付事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280368 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　         

田中　かおり

129,750 124,053 124,053 124,053 124,053

財
源
内
訳

国県支出金 163,511 179,102

地方債

56,596 140

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 220,107 179,242 181,317 165,655 165,655 165,655165,655

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

51,567 41,602 41,602
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●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・判定機関である県福祉総合相談所や医療機関など
と連携し、迅速かつ適切な給付決定に努めている。
・法定事務のため内容の見直しの余地はない。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・法令の規定に基づき、指定医師が作成した意見書
等を県の判定結果を受け審査し、支給決定等を行う
ため、民間委託等はできない。
・類似の事業はない。また、法令の規程に基づき、
支給決定等を行うためコストの削減はできない。
・必要に応じて実施手順を見直し、システムの改修
等を行うことで、より効率化を図っている。
事務処理には専門的知識を要し、一連の事務をひと
りで担うことが望ましいが、一部については非常勤
職員等による対応も行っており、これ以上の削減は
難しい。
・法定事務のため内容の見直しの余地はない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・障害者総合支援法に基づく事業であるため。
・対象医療の拡大や生活習慣病の増加などで医療受
給者が増加している。
・障害者総合支援法に基づく事業であり、実施主体
が市となっている。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

100

実績 100 100 100 100 100 -

- 100 100 100 100計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

給付率（年間
給付決定件数
／年間給付申
請件数）

給付が必要な人に給付決
定されているか

％

計画 -

27年度 28年度 29年度

5198 -

90008800 8900

5542

計画 -

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

給付決定件数

実績 8670 8153

8900 8700
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

  対象者の日常生活を容易にし経済的負担の軽減を図るためには必要不可欠な事業である。また、法定事務で
あり今後も市で実施する必要がある。
  迅速かつ適切な給付を実施するために、更なる事務の効率化に努める。

更生医療給付事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

133,750 133,750

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳Ａ1・Ａ2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、福祉手当受給相当者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

健康保険による診療の一部負担金のうち、高額療養費や付加給付金として
健康保険から支給される分を除いたものから、次の自己負担額を控除した
額を助成する。
　　〈控除する自己負担額〉入院外1,020円　　入院2,040円
【医療費助成の流れ】
・対象者は、助成申請書に必要事項を記入し医療機関の証明を受けた後、
市へ提出。（ただし、入院外分（市郡内の医療機関のみ）については、医療
機関に提出し、医療機関より市へ送付される。）
・市は、高額療養費、付加給付金の受給確認後、支給額を決定し、指定の
金融機関口座に振り込む。（償還払い）
【H28実績】
　申請件数：51,412件
　助成金額：263,704,885円

重度心身障がい者（児）及びその家庭の経済的負担を軽減し、健康維持と福
祉の増進を図り、障がい者の社会的な自立を促進する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市重度心身障がい者医療費に関する条例　・熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要領

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

  重度心身障がい者（身障手帳1・2級所持者、療育手帳Ａ1・Ａ2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、福祉手当受給相当者）を
対象に、医療費の一部を助成する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 07

基本目標

事務事業名 重度心身障がい者医療費助成事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280369 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　                    

田中　かおり

134,045 130,046 129,680 129,680 129,680

財
源
内
訳

国県支出金 133,440 135,217

地方債

132,494 141,467

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 265,934 276,684 265,673 262,069 263,430 263,430263,430

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

131,628 132,023 133,750

重度心身障がい者医療費助成事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・Ｈ28年度は、受給資格者数が増加したが、申請件
数と助成額は減少している。
・さらに効果を向上させるためには、対象者に対す
る制度の周知徹底や定期的な申請勧奨が必要であ

 る。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・医療費の助成であることから民間委託等は考えら
れない。
・類似の事業はない。
・事務処理については、システムにより一連の作業
が必要であり、複数人で行うことは効率的でない。
ただし、郵送分申請書の仕分けや通知事務等の一部
の単純な業務については、現在も非常勤職員等で対
応している。
・重度心身障がい者の多くが低所得者であることや
現在の自己負担（入院外1,020円、入院2,040円）に
ついては、県制度に基づいており、一般的な医療費
負担からみても妥当である。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である

・医療機関での受診機会が多い障がい者に対して、
医療費の一部を助成し経済的負担の軽減を図ること
は、障がい者の自立促進につながり、市総合計画に
結びつく。
・障がい者の経済的負担軽減につながるため、その
役割も大きい。
・県の制度に基づく事業であり、医療費の助成とい
う観点からみても、市が実施主体であることは妥当

  である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

48000

実績 51566 50280 50074 52090 51412 -

- 51840 49000 49000 48000計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

申請件数 経済的負担軽減の効果を
表すため

件

計画 -

27年度 28年度 29年度

3877 -

36003700 3600

3704

計画 -

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

受給資格者数（登録者数）

実績 4012 3807 3761

3800 3700

重度心身障がい者医療費助成事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

県の補助金交付要領では、事業の実施主体は市町村に限定されているため、市で実施する必要がある。
障がい者の経済的な負担軽減及び健康維持のためにも、より対象者が利用しやすい方法を検討しながら継続し
て事業を実施していく。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

● 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

2,263 2,263

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障がい者福祉団体

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

各障がい者福祉団体に対し、団体運営補助金（自主的活動・社会参加）を
支出する。

●八代市ろう者福祉協会（補助額：160千円）

●八代市盲人福祉協議会（補助額：160千円）

●八代市身体障害者福祉協議会（補助額：948千円）
　
●八代手をつなぐ育成会（補助額：370千円）

●八代地域精神障害者家族会（補助額：625千円）

助成を行うことで団体運営の健全育成を図り、自主的活動の活性化、社会
参加の促進を行うことで、障がい者に対する地域社会の理解を深めることが
できる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当 八代市ろう者福祉協会　他4団体

根拠法令、要綱等
八代市補助金等交付規則

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

障がい者団体の活動費の一部を補助する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 08

基本目標

事務事業名 障がい者福祉団体助成事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280370 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　           

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

2,263 2,263

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,2632,263

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

2,263 2,263 2,263

障がい者福祉団体助成事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・団体の活動により障がい者の社会参加の機会が創
出され、福祉の向上につながっている。一方、活動
内容が固定化している。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・障がい者団体の運営費補助のため、民間委託はで
きない。
・他に類似の事業はない。
・補助金交付事務が主のため、これ以上の削減はで
きない。
・既に各団体ともに活動費の一部を会員から徴収し
ている。障がい者の多くが、その障がいにより一般
就労等が難しく、収入が障害年金等であることか
ら、今以上に受益者負担を増やすことはできない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である

・当事業の目的が障がい者の自立と社会参加の促進
であることから、上位施策に結びついている。
・障がい者団体が、地域の障がい者の社会参加促進
のために果たす役割は今でも大きく、本事業を通
じ、支援していく必要がある。
・市社会福祉協議会からも助成金が交付されている
が、障がい者団体が福祉増進に果たす役割と、その
活動の安定化・活性化を考えると市が事業主体であ
ることは妥当である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

70

実績 115 118 72 73 87 -

- 115 120 70 70計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

自主活動や社
会参加に関す
る事業回数

補助を行う目的が、団体
の自主活動や社会参加の
活性化を図るため。

回

計画 -

27年度 28年度 29年度

5 -

55 5

5

計画 -

団体

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

助成団体の数

実績 5 5 5

5 5

障がい者福祉団体助成事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

各障がい者団体の活動は、主に会員の会費等により支えられているが、会員数の減少や障がいを持つ家庭は低
収入である可能性が高いため、会費の増加が期待できない状況である。障がい者の社会参加を促すには、ある
程度の予算が必要である為、市からの補助は必要である。

障がい者福祉団体助成事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

13,658 13,658

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

日常生活に常に特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者（児）、従来の福祉手当受給者で特別障害者手当等に該当しなかった人

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

【障害児福祉手当】　月額14,600円
○対象者：日常生活に常に特別の介護を要する20歳未満の在宅重度障が
い児
【特別障害者手当】　月額26，830円
○対象者：日常生活に常に特別の介護を要する20歳以上の在宅重度障が
い者
【経過的福祉手当】　月額14，600円
○対象者：障害基礎年金及び特別障害者手当の創設時に従来の福祉手当
受給者で、特別障害者手当・障害者基礎年金を受給できなかった人
《申請方法》
・対象者は各手当用申請書に規定の診断書を添えて市へ申請する。
・市は診断書により障がいの状況を審査し、所得状況を確認し支給決定す
る。
《支給方法》・5、8、11、2月に指定口座に振り込む。

重度の障がい者（児）等の経済的負担を軽減し、生活の安定を図る。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

重度の障がいを有するため日常生活において常時特別の介護を要する障がい者（児）等に手当を支給する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 09

基本目標

事務事業名 特別障害者手当等給付事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280371 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　        

田中　かおり

42,427 43,559 43,559 43,559 43,559

財
源
内
訳

国県支出金 43,637 41,774

地方債

14,433 13,594

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 58,070 55,368 56,480 57,217 57,217 57,21757,217

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

14,053 13,658 13,658

特別障害者手当等給付事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
県担当課や医療機関等と連携し、迅速な支給決定に
努めている。
法定事務のため、内容の見直しの余地はないが、成
果をより向上させるために、窓口での案内等の制度
の周知を徹底していく。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

法定事務であり、経済的援助を行うことから民間委
託等はできなく、類似する事業はない。
事務処理には専門的知識を要し、一連の事務をひと
りで担うことが望ましいが、すでに、一部について
は非常勤職員等による対応もしており、これ以上の
削減は難しい。
受益者の負担はなし。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
重度障がい者の経済的負担の軽減を図ることによ
り、障がい者の社会参加と自立支援につながるもの
であり、市総合計画に結びつく。
障がい者の経済的負担の軽減につながることからそ
の役割も大きい。
当事業は法定事務であり、市が事業主体となってい
る。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

220

実績 235 225 223 206 244 -

- 235 220 220 220計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

特別障害者手
当等受給者数
（実人員）

受給者の経済的負担軽減
を表すことから指標とし
た。

人

計画 -

27年度 28年度 29年度

40 -

4035 40

24

計画 -

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

特別障害者手当等の新規申請件数

実績 45 30 21

30 35

特別障害者手当等給付事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

法により、市による事務が義務付けられている事業である。
在宅の重度障がい者（児）の経済的負担を軽減することにより、障がい者の社会参加と自立支援につながる有
効な事業であるため、今後も継続して実施する必要がある。
対象者への制度の周知等をより強化しながら、引き続き適正な手当支給を実施し、在宅の重度障がい者の経済
的負担の軽減を図っていく。

特別障害者手当等給付事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

2,171 9,290

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 24,378 31,185 24,167 20,909 20,909 20,90920,909

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280372 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　               

田中　かおり

19,762 15,681 15,681 15,681 15,681

財
源
内
訳

国県支出金 22,207 21,895

地方債

事務事業名 補装具交付・修理事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

身体障がい者（児）や難病患者等の失われた身体上の機能を補完・代替するために必要とする、装具などの交付及び修理を実施する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 10

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

4,405 5,228 5,228 5,228 5,228

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体障害者手帳の交付を受けた方、難病の方など

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

国の基準に従い、身体障がい者（児）等の障害の程度・種類に応じて、装具
などの交付及び修理を行う。所得に応じて自己負担あり。

身体の欠損や身体機能を補完・代替する装具等の交付及び修理することに
より、日常生活や社会生活を円滑にし、自立した生活ができるようになる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補装具交付・修理事業 Page 1 of 3



●

●

●

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

身体障がい者手帳所持者数

実績 6882 6805 6669

6850 6800

計画 -

27年度 28年度 29年度

6442 -

68006800 6800

6605

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

補装具支給件
数

日常生活、社会生活にお
いて、障がい者の利便性
の向上を示すものとして
指標とした。 件

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

330

実績 340 327 321 325 305 -

- 350 330 330 330

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

市による直接事務となっているため民間委託等でき
ない。事務処理については、システムによる一連の
作業であり複数人で行うことは効率的でない。ただ
し、決定通知等の発送作業などの単純作業について
は、非常勤職員等により対応しており、これ以上の
削減は難しい。低所得者世帯について自己負担額の
見直しを行っており、これ以上の見直しは難しい。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
身体障がい者の失われた身体機能を補完・代替する
装具等を給付することで、障がい者の社会生活や日
常生活を容易にすることで、障がい者の自立を促進
している。障がい者の社会参加のために大きな役割
を果たしている。法定事務であり市が事業主体であ
る。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
個々の身体状況に合わせた対応を迅速に行うことが
できるよう、判定機関や医療機関及び装具業者との
連携をとり、適正な支給決定に努めている。法定事
務であり事業内容の見直しの余地はない。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

補装具交付・修理事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

障がい者（児）にとって身体機能を補完・代替する補装具を支給するこの事業は、社会生活や日常生活を円滑
にするうえで必要な事業で、法により市による実施となっており、今後も継続して実施する。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

補装具交付・修理事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

85 4,721

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障がい者及び障がい者を取り巻く家族、地域、事業所等の関係者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

　八代市障がい者計画等策定・評価委員会を開催し、第3期障がい者計画
を策定すると共に、第2期障がい者計画と第4期障がい福祉計画の進捗状
況を点検・評価する。

●H28年度策定・評価委員会
第1回　開催日：H28年7月14日
　　　　　場　所：麦島公民館
　　　　　出席委員数：15名
第2回　開催日：H28年11月25日
　　　　　場　所：仮設庁舎
　　　　　出席委員数：13名
第3回　開催日：H29年2月15日
　　　　　場　所：仮設庁舎
　　　　　出席委員数：15名

　　障がい者のための施策を総合的かつ計画的に推進する為障がい者計画
や障がい福祉計画を策定し、障がい者の社会参加を促進し、障がいの有無
にかかわらず、共に生き共に支え合う地域社会の構築を目指す。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
　障害者基本法、障害者の日常生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

国が定めた障害者基本法に基づく「障がい者計画」及び障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画」を策定し、計画の推進を図る。
「障がい者計画」は、障害者施策を推進するための基本理念、基本方針を定め、その方向性と内容を明らかにし、今後の障がい者施策
推進のための指針となるものであり、また、「障がい福祉計画」は、障がい者施策を推進するための福祉サービスの種類、見込量及びそ
の確保の方策等を定めるものである。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 11

基本目標

事務事業名 障がい福祉計画等策定事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280373 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　          

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

206 79

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 206 79 4,207 264 85 4,72185

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4,207 264 85
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●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・委員会を、医師や社会福祉士等に加え、障がい者
団体の代表者で組織し、当事者やその家族の意見を
反映できるよう努めている。また、会での意見、提
案は庁内関係課へ情報提供し、効率的に計画を推進
している。
・法令に基づく実施である。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・計画策定に伴うデータ分析やアンケート調査等に
ついては、民間委託を行っており、業者の選定によ
るコスト削減を行っている。
・類似の事業はない。
・関係機関や他部署との調整等が必要であるため、
非常勤職員等による対応は難しい。
・障がい者計画等の策定や評価に係る事業であり、
直接サービスを提供する事業ではないことから、受
益者負担が生じるものではない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・障害者基本法及び障害者総合支援法に基づく事業
である。
・市が具体的に取り組むべき施策及びサービス等を
提供する体制を確保するために必要な事業である。
・法令に基づき市が実施主体である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

障がいのある
人が偏見・差
別を感じる割
合

実績 35.6 30.2 -

- 20

実績 25.5 33.1 -

- 40計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画策定時のアンケート
結果から計画の推進状況
について把握する。特
に、障がい者への理解や
偏見の解消についての評
価となる

％

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

障がいのある
人が住みやす
いと思う割合

計画策定時のアンケート
結果から計画の推進状況
について把握する。

％

計画 -

27年度 28年度 29年度

3 -

31 4

1

計画 -

回

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

策定・評価委員会開催回数

実績 1 1 3

1 3
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成27年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

・データ分析やアンケートの実施については、民間委託を活用し事務の効率化に努めている。
・これまでも計画策定時には、アンケート調査、グループインタビュー、ワークショップ等を実施してきた
が、今後も、国や県が示す指針に従い、障がい当事者をはじめとした市民の意見を十分反映できるよう努めて
いく。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

344 344

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体障がい者、知的障がい者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

障がい者相談員を設置し、障がい者の様々な相談に対応する。
○身体障がい者相談員　11名
○知的障がい者相談員　　4名
《相談員の主な役割》
・福祉サービスの受給のための相談への対応
・障がい者の地域活動に関する支援
・障がい者に対する地域住民の理解を求める啓発活動
・市や関係機関との連携

Ｈ28年度実績
　○連絡会議の実施（6月9日）千丁支所
　　・相談員業務についての説明　　・活動報告
　　・成年後見制度についての説明

障がい者の社会生活を高め、自立と社会参加を促進する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、八代市障がい者相談員設置要領

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成24年度 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

障がいのある方やその家族の方等を身近な地域の相談員として委嘱し、地域での相談に応じるとともに、障がい福祉に関する地域活動
の推進や啓発活動を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 12

基本目標

事務事業名 身体・知的障がい者相談事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280374 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　          

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

233 229

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 233 229 226 344 344 344344

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

226 344 344
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●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・相談員制度自体が市民に十分に認知されていると
は言えない為、広報を強化する必要がある。
・相談員の対応に差があり、障がいに関する各種制
度の研修会への参加を促すなど、スキルの向上を図
る必要がある。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・法令に基づく事業であり民間委託等できない。
・障害者総合支援法に基づく相談支援事業と連携を
とりながら、それぞれ特徴を生かした障がい者の相
談体制の強化を図っており、相談員に対する謝金支
出等、非常勤職員等による対応は難しい。
・相談者は障がい者及びその家族であり、受益者負
担は適当でない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・相談員が身近な存在として相談等を行う事によ
り、障がい者やその家族が安心して地域での生活を
送る事が出来る為、事業の果たす役割は大きい。
・身体障害者福祉法等に基づく事業であり、市が実
施主体となる。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

160

実績 115 119 215 382 367 -

- 115 130 150 160計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

相談件数（延
べ数）

地域の身近な相談員が相
談を受けることで、障が
い者の地域での自立を促
進することになることか
ら指標とした。

件

計画 -

27年度 28年度 29年度

15 -

1515 15

15

計画 -

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

身体・知的障がい者相談員数

実績 16 15 15

15 15

身体・知的障がい者相談事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成27年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

法により、市による実施が義務付けられている。
障がい者相談員は、障がい者やその家族としての経験や情報を活かして、身近な地域で当事者や家族の目線に
立った相談援助を行うことができるため、当事業を継続していくことは障がい者の自立と社会参加を促進する
うえで重要である。
障がい者相談員の特性を活かし、また、相談支援事業所を始め関係機関等との緊密な連携を図ることにより、
更なる障がい者支援が期待できる。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

745 745

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体に障がいのある、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すおそれのある18歳未満の児童

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

確実な治療効果が期待しうるものに対し、必要な医療の給付を行う。また、
給付を受けた児童の育成医療に要する経費のうち、保護者から負担能力に
応じた徴収金を、治療を受けた指定医療機関で徴収する。
《対象となる疾患》
・脊椎側湾曲症　・眼瞼下垂　・高度難聴　・口蓋裂　・唇顎裂　・慢性腎不全
（腹膜透析、腎移植）　・生体肝移植　等
○事業費負担割合　　国1／2　 県1／4

障がいの除去又は軽減を図り、自立した日常生活と社会生活を営むために
必要な医療を実施する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成25年度 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

身体に障がいのある、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すおそれのある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待し
うるものに対し、必要な医療の給付を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 13

基本目標

事務事業名 育成医療給付事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280375 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　             

田中　かおり

3,520 2,179 2,179 2,179 2,179

財
源
内
訳

国県支出金 4,579 3,014

地方債

-357 1,983

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 4,222 4,997 2,583 2,924 2,924 2,9242,924

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

-937 745 745
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●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・医療機関等と連携し、迅速かつ適切な給付決定に
努めており、必要とする障がい児に必要な医療を提
供できている。

  ・法定事務のため内容の見直しの余地はない。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・法令の規定に基づき、指定医療機関が作成した医
学的意見書等をもって給付決定等を行っており、民
間委託等はできない。
・類似の事業はない。
・必要に応じて実施手順を見直し、システムの改修
等を行うことで、より効率化を図っている。
事務処理には専門的知識を要し、一連の事務をひと
りで担うことが望ましいが、一部については非常勤
職員等による対応も行っており、これ以上の削減は
難しい。
・法に基づき適正な負担を課しており、これ以上の
見直しはできない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・障害者総合支援法に基づく事業であるため。
・障がい児の日常生活・社会生活を容易にするため
に必要な事業である。
・障害者総合支援法に基づく事業であり、実施主体
が市となっている。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

100

実績 100 100 100 100 -

- 100 100 100 100計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

給付率（年間
給付決定件数
／年間給付申
請件数）

給付が必要な人に給付決
定されているか

率

計画 -

27年度 28年度 29年度

128 -

140125 130

199

計画 -

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

給付決定件数

実績 97 42

75 115
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

対象児童の日常生活や社会生活を容易にし、保護者の経済的負担の軽減を図るためには必要不可欠な事業であ
り、法により、市による実施が義務付けられている。
今後も迅速かつ適切な給付を実施するために、事務の効率化に努める。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

19 5

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 37 99 234 308 308 308308

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280376 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　         

田中　かおり

160 153 153 153 153

財
源
内
訳

国県支出金 18 94

地方債

事務事業名 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

小児慢性特定疾病児の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、日常生活に必要な用具を給付する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 14

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
児童福祉法、八代市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成21年度 未定

事業期間

74 155 155 155 155

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

 小児慢性特定疾病児

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

国の基準に従い、小児慢性特定疾病児の疾病の程度・種類に応じて、日常
生活用具の給付を行う。所得に応じて自己負担あり。

平成28年度実績
　　総給付額（公費負担額）：233,794円
　　日常生活用具給付件数　4件

小児慢性特定疾病児の日常生活や社会生活の利便性を図り、自立と社会
参加の支援を促進する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 Page 1 of 3



●

●

●

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

申請相談件数

実績 5 3 1

5 6

計画 -

27年度 28年度 29年度

4 -

76 7

3

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

日常生活用具
給付件数

制度の周知や対象者の把
握の評価になる。

件

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

7

実績 5 3 1 3 4 -

- 6 6 6 7

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

法定事務であり、事業内容の見直しの余地はない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
小児慢性特定疾病児の社会生活や日常生活を容易に
することで、社会参加を促している。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
小児慢性特定疾病児の社会参加のために大きな役割
を果たしている。ただし、対象者が限定されるた
め、計画値を下回っている。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

法により市による実施が義務付けられている。
小児慢性特定疾病児にとって、身体機能を補完・代替する日常生活用具を支給するこの事業は、社会生活や日
常生活を円滑にするうえで必要な事業であるため、今後も継続して実施する。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成27年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

36 101

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 71 200 283 283 283283

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280378 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　         

田中　かおり

141 141 141 141

財
源
内
訳

国県支出金 35 99

地方債

事務事業名 難聴児補聴器購入費助成事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童に対して、補聴器購入費の一部を助成する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 25

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成24年度 未定

事業期間

142 142 142 142

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

県の基準に従い、聴覚障がいの程度に応じて、補聴器の交付を行う。所得
に応じて自己負担あり。

平成28年度実績
　　総給付額（公費負担額）：0円
　　補聴器の交付件数　0件

補聴器の装用による音声言語能力の向上及び等しく学び成長できる環境を
確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与する。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

難聴児補聴器購入費助成事業 Page 1 of 3



●

●

●

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

申請相談件数

実績 2 2 1

2 9

計画 -

27年度 28年度 29年度

2 -

44 4

3

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

補聴器支給件
数

制度の周知と対象者の把
握の評価になる。 計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

4

実績 2 2 1 3 0 -

- 2 9 4 4

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　　類似の事業はない。
　一部負担金算定等個人情報を取り扱う為、民間委
託等はできない。また、関係機関との調整等が必要
な為、非常勤職員等による対応は難しい。
　県補助事業であり、県の基準に従い受益者負担が
あるため見直しの余地はない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　難聴児の社会生活や日常生活を容易にすること
で、社会参加を促している。
　難聴児の社会参加のために大きな役割を果たして
いる。
　県補助事業であり、市が事業主体である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　対象となる児の条件が厳しく、また他の制度での
給付もあるので、目標を下回っている。平成28年度
の調査により、対象児童がいることを把握したの
で、更なる周知に取り組んでいく。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

難聴児補聴器購入費助成事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

県の補助事業で、市が事業主体となっている。
この事業は、難聴児の音声言語能力の向上を図り、社会生活や日常生活を円滑にする為に必要な事業であるた
め、今後も継続して実施する。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

難聴児補聴器購入費助成事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

● 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 345 600 600 600600

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280379 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　                

田中　かおり

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 障がい者福祉団体バス利用助成事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

障がい者福祉団体が研修等へ参加する際に必要となるバス利用料の一部を助成するもの。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 27

基本目標

補助金事業該当 八代市身体障害者福祉協議会　他4団体

根拠法令、要綱等
八代市障がい者福祉団体へのバス借上料補助金交付要項

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成28年度 未定

事業期間

345 600 600 600 600

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障がい者福祉団体が研修等へ参加する際に必要となるバス利用料の一部を助成するもの。

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

障がい者福祉団体に対し、研修等へ参加する際に必要となるバス利用料の
一部を助成するもの。

各団体に対し、40千円（一回あたりの上限）を3回まで助成を行う。

障がい者の社会参加及び自立の促進を図り、福祉の増進を図る。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

障がい者福祉団体バス利用助成事業 Page 1 of 3



●

●

●

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

申請に関するバス利用回数

実績

計画 -

27年度 28年度 29年度

9 -

1515計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

自主活動や社
会活動に関す
る事業回数

補助を行う目的が、団体
の社会参加及び自立の促
進を図るため。

回

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

70

実績 87 -

- 70

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・障がい者団体の活動費補助のため、民間委託はで
きない。
・他に類似の事業はない。
・補助金交付事務が主のため、これ以上の削減はで
きない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
障がい者福祉団体がバスを借り上げて実施する事業
に対し、その経費の一部を助成することによって、
障がい者の社会参加及び自立の促進を図り、福祉の
増進に繋がることから、事業の役割は大きい。概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・団体の活動により障がい者の社会参加の機会が創
出され、福祉の向上につながっている。一方、新た
な制度であり手続きが必要な事から、申請を行わな
い団体も見受けられる為、制度の説明や手続きにつ
いて丁寧な説明を継続して行う。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

障がい者福祉団体バス利用助成事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

障がい者福祉団体がバスを借り上げて実施する事業に対し、その経費の一部を助成することによって、障がい
者の社会参加及び自立の促進を図り、福祉の増進につながるため、市からの補助は必要である。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

障がい者福祉団体バス利用助成事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

― ―

○ 全部直営 ● 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 80

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280380 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　         

田中　かおり

80

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 生活のしづらさなどに関する調査事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

障害者施策の検討に資する為の基礎資料を得ることを目的として、在宅の障がい児・者の生活実態とニーズを把握する調査を実施す
る。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】

具体的な施策と内容 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章）

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】

事業コード（大－中－小） 1 33 28

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
平成28年度生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）調査要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成28年度 平成28年度

事業期間

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

在宅の障害児・者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査対象者の有無を確認する。調
査対象者がいる場合には、調査票を手渡して、記入及び郵送による返送を
依頼する。

今後の障害児・者福祉行政のより一層の充実を図る為の基礎資料とする。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

生活のしづらさなどに関する調査事業 Page 1 of 3



●

●

●

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

調査票配布数

実績 0 0 0

0 0

計画 -

27年度 28年度 29年度

84 -

00 97

0

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

実績 -

-

実績 -

-

調査票は、郵送で厚生労働省へ送付する為回収率等は不明

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　調査対象者が在宅の障害児・者等である為、個人
情報保護の観点から市が行う事は妥当である。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　障害児・者等の福祉行政の一層の充実を図る為の
基礎資料となる5年に1回の調査であり、県からの委
託事業である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　障害児・者等の福祉行政の一層の充実を図る為の
基礎資料となる調査であり、今後の福祉施策に反映
される。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

生活のしづらさなどに関する調査事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　5年に一度調査を行うことで、障害児・者等を取り巻く状況の変化やニーズを把握し、福祉施策に反映するこ
とが出来る為今後も県の依頼に基づき実施していく。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

生活のしづらさなどに関する調査事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

6 ― ―

1

1

2

○ 全部直営 ● 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

6,777

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 12,053 30,408 18,348 18,348 18,34818,348

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280381 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 生活支援係　       

田中　かおり

1,598

財
源
内
訳

国県支出金 5,276

地方債

事務事業名 福祉総合システム運用事業
会計区分 01 一般会計

3 1 1

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

平成28年度より開始される「マイナンバー制度」に対応した福祉総合システム(3課20業務)に切り替え、新技術導入等による効率化・業務
の最適化を図る。（3課：生活援護課、こども未来課、障がい者支援課）

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 行政の効率化の推進

具体的な施策と内容 情報システムの適正な運営 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章）
市民と行政がともに歩むため
に

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】
効率的・効果的な行財政の経
営

事業コード（大－中－小） 6 61 19

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成27年度 平成33年度

事業期間

28,810 18,348 18,348 18,348 18,348

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

福祉行政事務

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

　福祉業務に必要な電算システムの構築及び運用、改修

・運用業務：平成28年10月1日～平成33年9月30日

　生活援護課、こども未来課、障がい者支援課の福祉業務を遂行する為に、
新技術導入等による効率化・業務の最適化を図る。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

福祉総合システム運用事業 Page 1 of 3



●

●

●

回

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

機器の保守回数

実績

365計画 -

27年度 28年度 29年度

1 -

11

182

計画 -

新技術導入等により業務
の効率化が図られると予
想される為、残業時間を
指標とした。

時間

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

稼働率 システムの安定稼働を図
る必要があることから、
分母を稼働すべき時間、
分子を稼働した時間とし
て指標とした。

％

計画

182

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

データのバックアップ回数

回

実績

100

実績 100 -

- 100

2200

実績 1644 1830 2377 2092 1656 -

- 2400 2300

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

・電算担当課との連携によりコストの削減を図って
いる。
・個人情報の取扱いや専門的な制度の知識が必要な
ため非常勤職員等による対応は難しい。
・受益者負担はなし。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
・障害者総合支援法等の法に規定された福祉に関す
る様々な制度の実施やそれに伴う情報の管理を行う
電算システムの運用に必要な事業であり、市が事業
主体である。
・迅速で適切な対応が期待できるため役割は大き
い。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

残業時間

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
・制度改正等に迅速かつ適切に対応している。
・システム構築の際、各事業担当者が事務の流れを
見直すことで業務の効率化・最適化が図れる。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

法律に規定された制度の実施やそれに伴う個人情報の管理を行う電算システムの運用に必要な事業であるた
め、現行どおり市で実施。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成28年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

福祉総合システム運用事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

1,283 1,283

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

身体障害者手帳1、2級所持者または療育手帳Ａ1、Ａ2所持者で、当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯にある
方

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

既存の玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所などの住宅設備
を障がい者に適するように改造するための経費を助成する。事前の相談が
必要で、相談後に実地調査を行い、建築家等の専門家を交えて改造方法を
検討し、効果的な改造方法の提示を行い、効果的な改造を実施する。

（助成額）
生活保護・市民税非課税世帯：助成率　3分の3　助成額上限70万円
課税世帯：助成率　3分の2　助成額上限46万6千円
（事業費）
Ｈ28年度決算額2,169,000円
（財源）
負担割合　県1／2、市1／2

障がい者及び介護者が利用しやすいように住宅を改造することで、日常生活
の利便の向上、安全性の確保が可能となり、在宅での自立促進及び介護者
の負担軽減を図ることができる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

  在宅の重度の身体又は知的障がい者がいる世帯に対し、自立促進、寝たきり防止、介護者の負担軽減を図るための住宅改造に必要
な経費の全部又は一部を助成する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 06

基本目標

事務事業名 障がい者住宅改造助成事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280388 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　     

田中　かおり

1,084 1,283 1,283 1,283 1,283

財
源
内
訳

国県支出金 900 350

地方債

901 350

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 1,801 700 2,169 2,566 2,566 2,5662,566

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

1,085 1,283 1,283

障がい者住宅改造助成事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
   助成件数は計画を下回っている。必要な方に助
成できるよう広報・啓発に一層努める。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

   事業内容は障がいに対応した適正な改造の確認
や改造助成金の支出であるため民間委託等できな
い。同事業を行っている高齢者担当課と検討会議を
実施するなど連携を図っている。医療機関、施行業
者との調整や連携及び専門的な知識を必要とし、場
合によっては施工方法等の変更を指示しなければな
らないため、非常勤職員等による対応は難しい。課
税状況等により受益者負担割合を設定しており、概
ね適正な受益者負担となっている。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
   住宅改造費を助成することで、自立の助長を促
進し、介護者の負担軽減を図り、在宅生活の安全性
の向上につながっている。国においても在宅の推進
が行われており、事業の役割は大きい。公共性が高
く、市が関与する必要がある。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

7

実績 2 3 3 1 4 -

- 3 5 5 7計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

住宅改造助成
件数

住宅改造費を助成するこ
とは障がい者の自立等に
効果があり、助成件数を
指標とした。 件

計画 -

27年度 28年度 29年度

4 -

54 5

3

計画 -

件

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

住宅改造相談件数

実績 3 3 3

3 4

障がい者住宅改造助成事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

   申請に対し助成金を支給する事業であり、市が実施する必要がある。また、障がい者の自立促進及び介護者
の負担軽減に役立っている事業であり引続き継続していく。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

5

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 5 87 1,046 1,046 1,0461,046

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280389 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　       

田中　かおり

54 783 783 783 783

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 成年後見制度利用支援事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　知的及び精神障がいがあり、判断能力が不十分で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない者につ
いて、市長が代わって申立てを行う。
　また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報
酬の助成を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者の自立と社会参加の支援 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 15

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
                       地域生活支援事業実施要綱、八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

33 263 263 263 263

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者で、親族等に申し立てをする者がいない者及び申し立て等の経費につ
いて補助が必要な者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

市長申し立て
 ・申立に関する事務の執行及び手数料等の費用負担
 ・ 成年後見人等に対する報酬の助成
 ・生活保護を受けている等報酬の負担が困難な方へ報酬の助成

　必要な対象者へ財産管理や身上監護を成年後見人が行うことで、本人を
保護し、権利が守られるよう支援することで、地域で安心して暮らせるように
なる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）
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●

●

●

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

成年後見制度の利用に関する相談者数

実績 3 0 1

3 3

計画 -

27年度 28年度 29年度

4 -

44 4

3

計画 -

費用負担困難な者への助
成をすることで成年後見
制度利用につながる。

件

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

市長申立件数 成年後見開始の登録を受
けることで、後見人から
必要な支援を受けること
につながる。 件

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

3

実績 2 0 1 1 4 -

- 2 2 2 3

1

実績 0 0 0 0 0 -

- 0 1 1 1

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　成年後見制度における市長申立て等を行うもので
あり、民間委託はできない。高齢者の担当課と連携
し、研修や啓発を行っており、経費の削減につな
がっている。事業の内容から、非常勤職員等での対
応はそぐわない。　受益者が経済的負担等が困難な
場合における利用が中心であるため、見直しの余地
はない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　経済的に成年後見制度の利用が困難な方への救済
措置であり、必要な事業である。
経済的に厳しい状況にある障がい者は少なくないた
め、役割は大きい。
法において、市町村事業を規定されている。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

成年後見人等
に対する報酬
支払件数

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　市長申立件数は目標を達成しているが、今後も、
成年後見制度及び本利用支援事業について、市民に
対しての周知啓発や関係機関との連携による相談機
能を強化していく。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　成年後見制度利用支援事業は、対象となる障がい者を保護し、権利が守られるよう支援するために必要な事
業であり、今後も市で継続して実施する必要がある。
　また、相談支援事業所や民生委員、障がい者の支援を行っている障害福祉サービス事業所等、地域の福祉関
係者による相談体制を構築するとともに、制度の周知強化を図っていく。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成27年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

成年後見制度利用支援事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3 3

3 1

2 1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

55,605 81,101

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 267,067 322,283 369,731 387,624 1,269,795 1,269,795387,624

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280394 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　                    

田中　かおり

275,280 289,605 289,605 289,605 289,605

財
源
内
訳

国県支出金 211,462 241,182

地方債

事務事業名 障がい児通所支援事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　支援を必要とする障がいのある子どもに対し、将来自立した日常生活を送ることが出来るように、身辺自立の訓練や社会生活能力向
上の訓練などの療育事業を提供するとともに、保護者に対しても家庭の養育について支援や助言を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援
結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目
結婚・出産・子育てへの支援
の展開

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

誰もが希望をもって暮らせる
“やつしろ”

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 24

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
児童福祉法

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成24年度 未定

事業期間

94,451 98,019 98,019 980,190 980,190

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

支援を必要とする障がいのある子ども

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

【障害児通所支援】
●児童発達支援（未就学児を対象に、身辺自立の訓練や集団生活への適
応訓練などの療育を行う）
●医療型児童発達支援（医学的な訓練を中心とした療育を行う）
●放課後等ディサービス（就学している子どもを対象に社会生活能力向上
のための療育を行う）
●保育所等訪問支援（保育所、認定こども園、教育機関などに出向き集団
生活適応のための支援を行う）

【障害児相談支援】
障害児支援利用計画を作成するとともに、通所サービスの利用状況を検証
し利用計画の見直しなどを行う。

　療育を受けることで、身辺自立やコミュニケーションスキルなどを身につ
け、社会生活を円滑に過ごすことができるようになるとともに、保護者に対し
ては、子どもの特性に合わせた養育が出来るようになる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

障がい児通所支援事業 Page 1 of 3



●

●

●

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

障害児通所支援支給決定者数

実績 318 388 498

350 410

計画 -

27年度 28年度 29年度

651 -

440420 430

572

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

障害児通所支
援利用延べ日
数

療育の効果が期待される
ためには、支給決定され
た利用日数をきちんと使
用することが必要と思わ
れるため、指標設定とし
た。

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

23000

実績 1390 19552 27331 28905 32494 -

- 16500 22107 22500 22750

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　児童福祉法に基づく事業であり、各事業所の報酬
等の支払いは、熊本県国民健康保険団体連合会が
行っており、請求内容の審査については市町村が行
うこととなっている。また、利用者負担について
は、児童福祉法に定められており、市で見直すこと
は出来ない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　児童福祉法に基づく事業であり、障害児通所給付
費に係る法定事務等要領に基づき実施している。
　支援を必要とする障がいのある子どもたちは増加
傾向にあるため、当事業の果たす役割は大きい。概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　障がい児及びその疑いのある児童が増加傾向にあ
り、またサービスを提供する事業者数も増加したこ
とで、障害児通所支援支給決定者数、利用延べ日数
ともに増え、必要な児童に有効に活用されている。
通所利用の決定に当たっては、支給量等を協議し、
適正な給付に努めている。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

障がい児通所支援事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　児童福祉法で、市による実施が義務付けられている事業である。　今後も、支給量等の協議を行いながら適
切な給付に努める。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

障がい児通所支援事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

2

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

3,084 5,216

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 7,422 10,940 12,472 12,462 12,462 12,46212,462

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280390 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　           

田中　かおり

10

財
源
内
訳

国県支出金 4,338 5,724

地方債

事務事業名 障害者給付支給決定事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

  障がい者又は障がい児の保護者から申請された障害福祉サービスの利用について、障がい者の心身の状況、社会活動や介護者、居
住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価など支援の必要性を総合的に判断し、障害福祉サービスの種類や提供す
る量を決定する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 19

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

12,462 12,462 12,462 12,462 12,462

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障害福祉サービスを必要とする障がい者及び障がい児

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

①認定調査及び利用意向調査
　障害支援区分の認定等及び利用意向を把握するため、調査員が申請者
及び保護者と面接し調査を行う。

②意見書作成
　障害支援区分の認定に係る審査会資料としての主治医意見書作成を依
頼する。

③審査会運営
　障害者総合支援法に定める介護給付費等の支給に関する障害支援区分
の審査及び判定を行う。

④福祉サービスの支給決定及び通知などを行う。

　障害福祉サービスを適正に利用することで、障がい者が住み慣れた地域で
自立した日常生活又は社会生活を送ることができる。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

障害者給付支給決定事業 Page 1 of 3



●

●

●

回

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

185 287

①

審査会回数

実績 15 13 15

14 16

286計画 - 186 276 298

27年度 28年度 29年度

14 -

1616 14

242

16

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

障害福祉サー
ビス支給決定
者数（年度
末）

必要な対象者へのサービ
ス提供につながってい
る。

　　　人

計画

259 193

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

審査会審査件数

人

実績 277

1300

実績 1002 1061 1150 1206 1226 -

- 1050 1150 1200 1250

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　障害者総合支援法に基づいた事業であり、事業内
容及び利用者負担等も定められているため、市が見
直すことはできない。しかし、申請者が増加してい
るため、人件費の削減のために、調査業務の一部を
非常勤職員が担いる。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　障害者総合支援法に基づき、市による実施が義務
付けられている事業である。精神疾患や発達障害の
増加により、この事業の役割はより高まっている。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
 障害者総合支援法により、事業内容が定められて
おり、審査会運営や調査事務を円滑に実施してい
る。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

障害者給付支給決定事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

審査会の新任委員には県が主催する研修を受講していただくとともに、調査事務や審査会開催事務を円滑に実
施する。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成28年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況 3. 現状推進

H28取組内容

調査事務や審査会開催事務を円滑に実施している。

障害者給付支給決定事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3 3

3 1

2 2

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

3,894

62,538 59,185

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 115,255 116,707 118,098 127,179 127,179 127,179127,179

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280391 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　                           

田中　かおり

50,191 65,928 65,928 65,928 65,928

財
源
内
訳

国県支出金 48,955 53,628

地方債

事務事業名 地域生活支援事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　障がい者・障がい児の保護者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話奉仕員の養成や派遣を行う事
業、障がい者等の移動を支援する事業及び障がい者等を通わせ創作的活動を行う事業などを必須事業とし、その他に、地域性を考慮し
ながら障がい者の自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援
結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目
働きながら子育てしやすいま
ちづくり

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

誰もが希望をもって暮らせる
“やつしろ”

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 20

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
●障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　　●八代市地域生活支援事業実施要綱

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

64,245 57,685 57,685 57,685 57,685

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障がい者及び障がい児

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

【必須事業】
●相談支援（相談対応及び情報提供）
●理解促進研修（障がい者理解のための研修及び啓発）
●意思疎通支援（手話通訳者の派遣等）
●地域活動支援センター（創作的活動等の機会を提供）
●日常生活用具給付　　●手話奉仕員養成研修　　●移動支援

【任意事業】
●日常生活支援（日中一時支援：タイムケア、日中短期入所）
●社会参加支援（スポーツ大会開催等）
●意思疎通支援事業（点字・声の市報発行、自動車運転免許取得、自動車
改造助成）
●権利擁護支援　　　　など

　障がい者及び障がい児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日
常生活や社会生活を営むことが出来る社会の実現。

3,662 3,566 3,566 3,566 3,566

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金） 3,762
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●

●

●

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

20 20 21 21

単位 24年度 25年度 26年度

414 434

①

相談支援事業登録者数

実績 509 467 510

460 480

430計画 - 385 420 430

27年度 28年度 29年度

832 -

500480 500

430

594

計画 -

障がい者の社会参加及び
家族の就労支援等につな
がっている

計画

③

日中一時支援事業登録事業者数

ヶ所

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

21

計画 - 18

-実績 17 19 20

29年度

①

地域活動セン
ター利用者数

障がい者の社会参加につ
ながっている

人

計画

20

356 362

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

地域活動支援センター登録者数

人

実績 378

21000

実績 1795 19599 19166 18067 16230 -

- 19000 19500 20000 20500

7000

実績 6181 6674 6977 7664 7921 -

- 6600 6700 6800 6900

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　事業の一部は民間委託を行っており、また通知事
務等の一部の業務についても、非常勤職員による対
応を実施しているが、専門的な業務も多いためこれ
以上の見直しは難しい。
　利用者負担は、低所得者に配慮し、課税世帯には
利用者負担の上限を設けるなど、経済的な負担が生
じないよう努めている。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　障害者総合支援法に基づき、市による実施が義務
化されている事業である。
　また、障がい者の自立した日常生活及び社会生活
を営み、障がいの有無に関わらず誰もが安心してい
きいき暮らすことのできる地域社会の実現を目指し
た事業であることから事業の役割は大きく、上位政
策等に結びつく。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

日中一時支援
利用回数

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　制度改正や社会情勢の変化に合わせながら、事業
内容は見直していく必要はあるが、現在、利用者も
増加傾向にあるため、障がい者が安心して地域生活
を送るために役立っている。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

地域生活支援事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　障がい者の自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であり、法により市による実施が義務付
けられている。今後も、国の制度改正及び社会情勢の変化に対応しながら事業の見直し、継続して実施してい
く。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成28年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況 3. 現状推進

H28取組内容
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

2

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

661,262 6,612,620

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

障害福祉サービスを必要とする障がい者及び障がい児

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

【介護給付】
障がいが一定以上の方に、生活上又は療養上の必要な介護を行う。
●居宅介護　●重度訪問介護　●行動援護　●同行援護　●療養介護
●生活介護　●短期入所　●施設入所支援

【訓練等給付】
身体的社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。
●自立訓練　●就労移行支援　●就労継続支援　●共同生活援助

【相談支援】
個々の障がい者が必要とする障害福祉サービスの利用計画作成等の支援
を行う。
●計画相談支援　●地域移行支援　●地域定着支援

　障がいのある方が、障害福祉サービスを利用することにより、住み慣れた
地域で自立した日常生活又は社会生活が営めるようにする。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　日常生活に必要な支援が受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識技術を身につける「訓練等給付」及び、サービスの利用
計画作成等のケアマネジメントを導入した相談支援事業を実施する。
　サービス利用に係る給付費については、国保連合会を通じてサービス事業者に支払う。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 21

基本目標

事務事業名 障害福祉サービス給付事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280392 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　                          

田中　かおり

1,923,152 1,971,738 1,971,738 1,971,738 1,971,738

財
源
内
訳

国県支出金 1,646,834 1,827,635

地方債

564,915 603,368

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 2,211,749 2,431,003 2,520,992 2,633,000 2,633,000 8,584,3582,633,000

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

597,840 661,262 661,262
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●

●

●

11 12

概ね有効である

有効でない

6 9 15 13

計画

③

福祉施設から
一般就労への
移行者数

一般就労の場で働くこと
が、障がい者の自立につ
ながることから指標に設
定した。 人

6

有効である
　障害福祉サービスを利用しながら、住み慣れた地
域で日常生活を過ごす者が増え、また最低賃金が保
障された事業所への就労も増えていることから、事
業の効果はあっている。
　今後も、利用者のニーズにあった支援内容、支給
量などを適正に決定していく。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

20 -

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　障害者総合支援法に基づき、市が実施主体となっ
て支給決定を行っているが、障害福祉サービスの提
供は障害福祉サービス事業所が行っている。また、
支払いの有無の審査については市が行っているが、
給付費の支払い事務は、熊本県国民健康保険団体連
合会が行っている。
　障害者総合支援法に基づく事業であるため、利用
者負担等も定められているため、事業内容や利用者
負担金の見直しはできない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　障害者総合支援法に基づいて、事業を実施してい
る。
　今後も、障がい者が住み慣れた地域で自立した生
活が出来るように支援を行うことは必要であるた
め、事業の役割は大きい。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

12 13

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

就労継続支援
Ａ型の支給決
定者数

200

実績 124 169 204 262 285 -

- 150 190 200 200

230

実績 186 192 204 202 202 -

- 200 200 210 220計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

最低賃金が保障される事
業所で働くことが、障が
い者の自立につながるこ
とから指標に設定した。 人

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

共同生活援助
の支給決定者
数

地域生活への移行者の推
移が把握できるため、指
標設定とした。

人

計画 -

27年度 28年度 29年度

1253 -

11301110 1120

1209

計画 -

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

障害福祉サービス利用実人数
(国保蓮受付の4月～3月までの1年間）

実績 1003 1046 1116

1050 1100
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　障害者総合支援法に基づき、市による実施が義務付けられている。障害福祉サービス利用者へのサービス内
容、支給量などが適正に行われるよう今後も取り組んでいく。
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3

3

2

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

● 1 義務である

○ 2 義務ではない

11,870 12,941

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 48,455 50,157 51,618 53,371 53,371 53,37153,371

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

4280393 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　              

田中　かおり

37,896 39,997 39,997 39,997 39,997

財
源
内
訳

国県支出金 36,585 37,216

地方債

事務事業名 療養介護医療事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　障害者総合支援法に基づく療養介護給付を受けた障がい者が、主として昼間に病院や施設等で機能訓練、療養上の管理、看護、医
学的管理の下での介護や日常生活上の支援を受けている場合に、医療に係るものを療養介護医療費として支給する。

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 22

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

13,722 13,374 13,374 13,374 13,374

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

　長期入院及び入所による医療的ケアに加え常時の介護を必要とする障がい者や、ＡＬＳ患者など気管切開を伴う人工呼吸器による呼
吸管理が必要な者など

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

　療養介護に係る支給決定を受けた障がい者が、支給決定の有効期間内
において障害福祉サービス事業所から療養介護医療を受けたとき、医療に
係る自己負担分について療養介護医療費を支給する。

　長期入院、入所している障がい者の経済的負担の軽減を図るとともに、治
療やリハビリなどを行い、身体能力、日常生活能力の維持向上を図り、自立
の促進を目指す。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）
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●

●

●

人

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

療養介護医療支給決定者数

実績 56 58 58

58 60

計画 -

27年度 28年度 29年度

63 -

6060 60

57

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

療養介護医療
利用延べ日数

利用日数が増えること
は、対象者への必要な医
療の提供につながったと
考えられるため、指標と
した。

日

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

21900

実績 20017 21199 20753 21382 21856 -

- 21117 21900 21900 21900

実績 -

-

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　障害者総合支援法に基づき、事務事業の基本的な
考え方が決められており、また、利用者負担の基準
も定められているため市で見直すことは出来ない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　障害者総合支援法に基づき、市による実施が義務
付けられている事業である。
　長期に入院している障がい者のために、経済的負
担の軽減及び退院後の社会参加や自立促進を図るた
めの法的事務であり、事業の役割は大きい。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　療養介護医療の利用延べ日数は年度によって増減
はあるものの、療養介護医療費の支給決定を受けた
者は経済的負担の軽減につながっているため、有効
なものと思われる。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　障害者総合支援法により、市による実施が義務付けられている事業である。今後も、法に基づき療養介護医
療費の支給決定を行っていく。

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況

H28取組内容
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

1 ― ―

3 3

3 1

2 1

○ 全部直営 ○ 一部委託 ● 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

3,620 3,620

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

　在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児、身体障がい児、発達障がい児、障がいの疑いのある児童及びその家族等

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

【相談員による療育相談事業】
　療育相談員を配置し、在宅障がい児等に対し療育に関する相談に応じる
とともに、各種サービスの提供に係る援助、調整等を行う。
【訪問療育等指導事業】
　在宅障がい児（者）等に対し、訪問の方法により各種の相談指導を行う。
【外来療育等指導事業】
　在宅障がい児（者）等に対し、外来の方法により各種の相談指導を行う。
【施設支援一般指導事業】
　障害児通所支援を行う事業所及び障がい児保育を行う保育所等の職員
に対し、在宅障がい児（者）等の療育に関する技術の指導を行う。

　療育相談事業、訪問療育等指導事業、外来療育等指導事業を行うことで、
保護者の育児不安を軽減、子どもへの関わりを学ぶとともに、施設支援一般
指導事業を行うことで、保育所等の職員のスキルアップにつながり、地域全
体の療育の充実が図られる。

652 735 735 735 735

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金） 442

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
熊本県地域療育センター事業実施要項

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）平成18年度 未定

事業期間

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児、身体障がい児、発達障がい児、障がいの疑いのある児童及びその家族等に対して、
身近な地域で相談支援や療育指導を行うことで育児不安を軽減するとともに、在宅障がい児（者）の福祉の向上を図る。
●相談員による療育相談事業　　●訪問療育等指導事業　　●外来療育等指導事業　　●施設支援一般指導事業

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 障がい者の支援
結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

具体的な施策と内容 障がい者への福祉サービスの充実 施策小項目
結婚・出産・子育てへの支援
の展開

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 誰もがいきいきと暮らすまち

総合戦略での
位置づけ

誰もが希望をもって暮らせる
“やつしろ”

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

事業コード（大－中－小） 1 33 16

基本目標

事務事業名 八代圏域地域療育センター事業
会計区分 01 一般会計

3 1 4

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

4280585 事務事業票 健康福祉部長　山田　忍

評価対象年度 平成28年度

障がい者支援課　 認定給付係　                 

田中　かおり

2,439 1,917 1,917 1,917 1,917

財
源
内
訳

国県支出金 2,599 2,456

地方債

417

2,157 2,039

31年度見込 32年度見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 5,198 4,912 6,272 6,272 6,272 6,2726,272

26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度予算 30年度見込コスト推移

3,181 3,620 3,620

八代圏域地域療育センター事業 Page 1 of 3



●

●

●

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
　発達障がい児やその疑いのある児は増加傾向にあ
ることから、療育相談員による相談支援事業や訪
問・外来療育・施設支援は必要である。平成28年度
は熊本地震の影響で利用延べ件数は減少したが、相
談できる身近な場所を開設しておくことは必要であ
る。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げ
ずにコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

　県は、平成33年度からの新療育支援体制に向けて
検討しており、県から提示された新療育支援体制案
に基づいて、今後、氷川町と協議を重ねていく必要
がある。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
　在宅の障がい児及びその疑いのある児童や子育て
に困り感を持つ保護者の増加により、当事業の果た
す役割は大きい。身近な地域で相談支援及び療育指
導を行うことにより、保護者の子育てに対する困り
感を軽減するとともに、地域療育の充実を図るため
にも、事業の実施は必要である。
　本事業は、県の委託事業であり、療育の充実のた
め市が実施することは妥当である。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

実績 -

-

430

実績 406 537 461 406 362 -

- 410 415 420 425計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

-実績

29年度

①

八代圏域療育
センター事業
延べ利用件数

訪問療育等指導事業、外
来療育等指導事業、施設
支援一般指導事業の延べ
利用人数 人

計画 -

27年度 28年度 29年度

243 -

324320 322

260

計画 -

日

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名

-

単位 24年度 25年度 26年度

①

八代圏域療育センター事業活動延べ日数

実績 315 256 252

316 318
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

● 4 市による実施（要改善） 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

決算審査に伴う常
任委員会における

意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 有 ： 外部評価 実施年度 平成23年度

改
善
進
捗
状
況
等

H28進捗状況 4. 検討・見直し中

H28取組内容

外来療育の事業を見直し、保護者が子どもへの関わり方を学ぶ小集団教室を実施した。

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善

の取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

　県は、平成33年度から開始する新療育支援体制に向けて検討しているため、今後は県から提示された新療育
支援体制案に基づいて、氷川町と協議を重ねていく必要がある。
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